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6. 整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定 

市町村における早期の汚水処理施設の概成と効率的な改築・更新及び運営管理を見

据えた整備計画は、市町村構想を地域的、時間的にどのように実現していくかについ

ての基本的方針であり、各事業の概算事業費や事業実施優先度及び実施可能事業量を

踏まえた上で、以下の事項を定めるものである。 

なお、開発時期及び規模等の計画が不確定で将来にわたる想定が困難な地域の整備

計画への記載方法については、計画の実現性を踏まえて十分に検討することとする。 

  短期（目標年次：令和６年）で汚水処理施設を概成するための整備内容等を明

らかにする（アクションプランと位置づける） 

  中期的（目標年次：令和 16 年）及び長期的（目標年次：令和 31 年）な整備・

運営管理内容等について明らかにする。併せて、中長期における既存施設の改

築・更新及び必要な事業執行上の組織、執行体制についても検討を行う。 

 

6.1.事業実施優先度の検討 

各市町村内における地域の意向の他、水質保全効果や産業特性等を背景とした処理

水の再利用等、汚水処理事業に求められるニーズ等の地域特性及び整備の効率性等を

総合的に判断し、事業実施優先度を決定する。 

短期計画（アクションプラン）では、前回構想の中期計画にあたる整備区域 30ha を

踏襲し、当該対象面積のうち、平成 28 年度から令和 2 年度の整備実績 15ha を除いた

面積 15ha とする。 

また、中期計画では、前回構想の長期計画にあたる整備区域 126ha に幹線下水道

（中央１号幹線）近傍の区域、及び一部の既整備区域に接する区域の合計面積 39ha

加えた面積 165ha とする。 

更に、長期計画では、全体計画区域内における短・中期計画以外の区域を設定し、

対象面積は、住宅密集区域 108ha にその他の区域 289ha を加えた合計面積 397ha とす

る。その他の区域とは、図 4.7.2 における全体計画区域内の無着色区域のことであ

り、現状は農用地等とされ開発予定等も未定であるが、今後の動向に合わせて整備検

討を行う可能性があることから長期計画に含めるものとする。 

図 6.1.1にアクションプランにおける整備区域を示す。 
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図 6.1.1 整備計画図 
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6.2.概算事業費の算定 

事業実施区域毎に算出した事業費を表 6.2.1～表 6.2.3 に示す。 

 

表 6.2.1 管渠整備事業費 

 

 

表 6.2.2 管渠維持管理費 

 

 

表 6.2.3 浄化槽建設・維持管理費 

 

  

計画 整備面積 ha当り整備単価 管渠整備費 年当り流域下水道 流域下水道 建設事業費計

期間 （ha） （万円/ha） （万円） 建設負担金（万円） 建設負担金（万円） （万円）

短期

（R6）
15 1,800 27,000 4,420 17,680 44,680

中期

（R16）
180 1,800 324,000 4,420 61,880 385,880

長期

（R31）
577 1,800 1,038,600 4,420 128,180 1,166,780

ブロック番号

全体計画区域

(Ａ,15～

18,24,25

27～29,43)

※ha当り建設単価＝242m/ha（H26末整備済み面積・管渠延長より算出）×7.2万円/m（1m当り建設費）

計画 整備済面積 維持管理費 ha当り維持管理単価 整備面積 維持管理費 年当り流域下水道 維持管理費計

期間 （ha） （万円/年） （万円/ha） （ha） （万円/年） 維持管理負担金（万円/年） （万円/年）

短期

（R6）
453 757 2 468 782 4,420 5,202

中期

（R16）
468 782 2 633 1,057 4,420 5,477

長期

（R31）
633 1,057 2 1,030 1,720 4,420 6,140

ブロック番号

Ａ：用途地域

15～18,24,25

27～29,43

※年当り維持管理費＝整備面積×242m/ha×69円/m（m/年当り維持管理費）

計画

期間 要整備数 整備済

短期 建設費 96.2 （万円/基） 236,363
（R6） 維持管理費 7.5 （万円/基/年） 109,740

中期 建設費 96.2 （万円/基） 535,642
（R16） 維持管理費 7.5 （万円/基/年） 151,500
長期 建設費 96.2 （万円/基） 535,642

（R31） 維持管理費 7.5 （万円/基/年） 174,833

全体計画全域
以外

合併処理浄化槽 2,457 12,175

合併処理浄化槽 5,568 14,632

合併処理浄化槽 5,568 17,743

概算事業費ブロック番号 整備手法
浄化槽基数

種別 単価
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6.3.汚水処理施設の経営の長期見通しを踏まえた実施可能事業量の検討 

八街市における過去 5年間（平成 28 年度から令和 2 年度）の整備状況は 15ha 程度

（約 3ha/年）であることから、短期計画目標年（令和 3 年度から令和 6年度）までの

4 年間における整備面積は 12ha 程度が妥当であると考えられる。 

本構想におけるアクションプランは、前回構想の中期計画にあたる整備区域 30ha

を踏襲し、当該対象面積のうち、平成 28年度から令和 2年度の整備実績 15ha を除い

た面積 15ha とした。なお、前述の妥当と考えられる整備面積とは乖離があるため、

整備状況を鑑み進めていく必要がある。 
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6.4.効率性・公平性を考慮した整備方針の設定 

効率性及び公平性を考慮した整備方針を設定するにあたり、事業実施における優先

順位の設定を行う必要がある。 

整備優先順位については、表 6.4.1 の条件により設定した。 

 

表 6.4.1 優先順位設定条件 

 

  

優先順位 設　定　条　件 計画時期

１ ・用途地域内における住宅密集区域 短期

２
・用途地域内における密集区域以外の住宅区域
・全体計画区域内かつ用途地域外の区域における幹線下水道近傍の住宅区域

中期

３ ・全体計画区域内かつ用途地域外の区域における優先順位１，２に該当しない区域 長期

４ ・その他個別処理区域 －
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6.5.整備計画のとりまとめ 

各事業の概算事業費や事業実施優先度及び実施可能事業量を踏まえた上で、短期

（目標年次：令和６年）で汚水処理施設を概成するための整備内容等とともに、中期

的（目標年次：令和 16年）及び長期的（目標年次：令和 31年）な整備・運営管理内

容等についても明らかにする。 

表 6.5.1に短期計画(アクションプラン)、に中長期計画、図 6.5.1 に整備計画図を示

す。 
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表 6.5.1 短期計画【別冊「検討調書」様式-10】 
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表 6.5.2 中長期計画【別冊「検討調書」様式-11】 
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